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●
議
会
議
員
及
び
町
長
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動

用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公

営
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ

り
、
選
挙
運
動
用
の
ポ
ス
タ

ー
作
成
を
公
費
負
担
と
す
る

も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
会
計
年
度
任
用
職
員
と
一

般
職
の
職
員
と
の
均
衡
を
図

る
た
め
、
給
料
表
の
額
の
改

定
と
、
期
末
手
当
の
支
給
率

な
ど
の
改
正
。

可
決
（
全
員
）

●
介
護
保
険
条
例
の
一
部

改
正
　
第
８
期
高
齢
者
福
祉
計
画
、

介
護
保
険
事
業
計
画
に
よ
り
、

令
和
３
年
度
か
ら
５
年
度
ま

で
の
介
護
保
険
料
を
改
定
。

　
内
容
は
、
基
準
月
額
を
５

０
０
円
引
き
下
げ
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
農
林
業
基
盤
整
備
用
機

械
施
設
の
設
置
及
び
管
理

運
営
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　
現
行
の
指
定
管
理
制
度
に

よ
る
管
理
体
制
を
町
長
の
管

理
に
変
更
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　
廃
校
し
た
伊
田
小
学
校
の

体
育
館
を
町
立
伊
田
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
広
く

町
民
の
皆
さ
ん
に
利
用
頂
く

た
め
の
改
正
。

可
決
（
全
員
）

■
町
道
の
路
線
認
定

　
県
道
中
村
下
田
の
口
線
の

内
、
下
田
の
口
地
区
の
西
側

に
新
た
な
バ
イ
パ
ス
を
供
用

し
た
こ
と
に
よ
り
、
下
田
の

口
地
区
内
の
現
県
道
を
町
へ

移
管
す
る
も
の
。

　
起
点
は
、
下
田
の
口
字
五

反
田
。
終
点
は
、
下
田
の
口

字
松
ケ
谷
ま
で
と
し
、
路
線

名
を
下
田
の
口
線
と
定
め
、

町
道
に
認
定
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
議
会
会
議
規
則
の
一
部

改
正
　

　
　
　
　
　

提
出
議
員

　
　
　
　   

　  

池
内
弘
道

　
　
　
　
　

賛
成
議
員

　
　
　
　   

　  

山
本
久
夫

　
議
員
活
動
と
家
庭
生
活
と

の
両
立
支
援
策
を
は
じ
め
、

男
女
の
議
員
が
活
動
し
や
す

い
環
境
を
整
備
し
、
出
産
、

育
児
、
介
護
な
ど
、
議
員
生

活
の
諸
要
因
に
配
慮
す
る
た

め
、
議
会
へ
の
欠
席
事
由
を

整
備
す
る
も
の
。

　
ま
た
、
出
産
に
伴
う
母
性

保
護
の
観
点
か
ら
出
産
に
係

る
産
前
、
産
後
の
欠
席
期
間

を
明
確
に
規
定
し
、
実
効
性

の
あ
る
も
の
へ
の
改
正
。

　
加
え
て
、
議
会
の
請
願
手

続
き
で
、
請
願
者
に
一
律
に

求
め
て
い
る
押
印
の
義
務
付

け
を
見
直
し
、
署
名
ま
た
は

記
名
押
印
に
改
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
教
育
長
の
任
命

　
黒
潮
町
入
野

　
　
　
畦
地
　
和
也

可
決
（
多
数
）

任
期
は
、

令
和
３
年
５
月
１
日
か
ら

令
和
６
年
４
月
30
日
ま
で
。

　
教
育
委
員
の
任
命

　
黒
潮
町
佐
賀

　
　
　
矢
野
　
美
湖

可
決
（
全
員
）

任
期
は
、

令
和
３
年
３
月
20
日
か
ら

令
和
７
年
３
月
19
日
ま
で
。

条
例
の
制
定
と
一
部
改
正

議
員
提
出
議
案

町
議
選
、
町
長
選
ポ

ス
タ
ー
公
費
負
担
に

県
道
中
村
下
田
の
口
線

　
　
　
　
町
道
下
田
の
口
線
に

会
計
年
度
任
用
職
員

と
一
般
職
の
職
員
と

の
均
衡
を

移管された、町道下田の口線の起点（写真、左側）と、終点（写真、右側）

（４月１６日、下田の口地区）


